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商品類型 No.140「飲食料品、化粧品、家庭用品などの容器包装 Version1.13」認定基準（案）に関する 

パブリックコメントとその対応について 

No 該当箇所 主な指摘事項（概要） 対応 

1 分類 A-1 

5.(2) 

配慮事項(2)「詰め替え容器は、再生プラスチックまたは植物由来プラスチッ

クが可能な限り使用されていること。」に「使用されている再生プラスチック

または植物由来プラスチックの材質および配合割合を可能な限り表示する

こと」を追加してはどうか。 

材質表示については、容器包装リサイクル法に基づく識別表示

とともに材質表示を行うことができるため、配合割合などの表

示を追加します。 

5.(2)詰め替え容器は、再生プラスチックまたは植物由来プラス

チックが可能な限り使用されていること。、配合割合などを表

示していること。 

2 分類 A-2 

5.(2) 

配慮事項(2)「付け替え容器または外装には、再生プラスチックまたは植物由

来プラスチックが可能な限り使用されていること。」に「使用されている再生

プラスチックまたは植物由来プラスチックの材質および配合割合を可能な

限り表示すること」を追加してはどうか。 

No.1と同じ。 

3 分類 B 配慮事項として、「プラスチックフィルム製の内部容器に再生プラスチック

または植物由来プラスチックが可能な限り使用されていること」および、材

質と配合割合の表示（詰め替え容器同様）を追加してはどうか。 

No.1と同じ。 

4 分類 C 

5.(2) 

配慮事項(2)の「容器包装に使用するプラスチック材料は、使用後のリサイク

ル阻害要因とならないこと。」に加えて、「容器包装に使用する主なプラスチ

ック材料は可能な限り単一であること」を追加してはどうか。 

ご意見の通り 5.(2)を修正します。 

容器包装に使用するプラスチック材料は、単一樹脂によって構

成するなど、使用後のリサイクル阻害要因とならないこと。 

5 分類 D 配慮事項として「使用されている再生プラスチックまたは植物由来プラスチ

ックの材質および配合割合を可能な限り表示すること」を追加してはどう

か。 

No.1と同じ。 

6 分類 G、H 

5.(2) 

配慮事項の(2)で、「容器包装に使用するプラスチック材料は、使用後のリサ

イクル阻害要因とならないこと。」という項目があるが、これを配慮事項か

ら認定の要件に引き上げてはどうか。 

重要なご指摘ですが、分類 G、Hではラミネート構造のプラス

チック製容器包装も対象としているため、必須基準とした場

合、適合が困難です。したがって、原案通りとします。 

7 分類 G 

5. 

配慮事項に「使用されている再生プラスチックの材質と配合割合を可能な限

り表示すること。」を追加してはどうか。 

No.1と同じ 
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No 該当箇所 主な指摘事項（概要） 対応 

8 分類 H、I、J バイオマスプラスチックの素材に PPを追加してはどうか。 現時点では、「エコマーク認定基準における植物由来プラスチ

ックの取扱いについて」に基づいて、環境負荷低減効果がある

と認められた 4種類の植物由来プラスチック(PE、PET、PLA、

PTT)を対象としています。新たな植物由来プラスチックにつ

いては、LCA 等のデータや、植物原料の栽培から樹脂製造ま

でのサプライチェーンに関する十分な情報が得られた時点で、

市場動向・ニーズを踏まえて追加を検討します。 

9 分類 H 

5. 

配慮事項として「使用されている再生プラスチックまたは植物由来プラスチ

ックの材質および配合割合を可能な限り表示すること」を追加してはどう

か。 

No.1と同じ。 

10 分類 I 

4-1.(9) 

チェックリスト No.6「分離の容易性やリサイクルに支障が生じる材料を使用

していないか。」について「道具を用いずに分離可能」という表現を追加して

はどうか(手で分離出来る、という表現は手が不自由な方に不適な表現となる

ため、道具を用いずに、としました。)。 

ご意見を踏まえて修正します。 

No.6「道具を用いずに異種材料を分離できるなど、分離容易な

設計となっているか。分離の容易性やリサイクルに支障が生じ

る材料を使用していないか。」 

11 分類 I 

5.(1) 

配慮事項(1)「容器包装にシールなどを使用する場合には、分類 J.「容器包装

用プラスチック製資材」などのエコマーク認定の資材を使用していること。」

に、「かつ易剥離性の資材」とすることを追加してはどうか。 

ご意見を踏まえて修正します。 

5.(1)容器包装にシールなどを使用する場合には、分類 J.「容器

包装用プラスチック製資材」などのエコマーク認定の資材を使

用していること。また、シールなどの副資材は廃棄時に分離が

容易であること。 

12 分類 J 配慮事項として「使用されている再生プラスチックまたは植物由来プラスチ

ックの材質および配合割合を可能な限り表示すること」を追加してはどう

か。 

No.1と同じ。 

意見者 2名 


